
 

 

 

 

川越市工事設計委託監督要綱 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、本市が施行する建設工事に係る設計、調査、測量及び監理

の委託業務（以下「委託業務」という。）の適正かつ円滑な実施を推進するた

め、その監督について法令その他別に定めるもののほか、必要な事項を定める

ものとする。 

 

（監督員の定義） 

第２条 この要綱において監督員とは、川越市契約規則（昭和４９年規則第２１

号）第３８条第１項の規定に基づき、委託の監督業務を市長から命ぜられた職

員をいう。 

 

（監督員の業務） 

第３条 監督員の業務は、次の各号に定めるものとする。 

 （１）川越市標準委託契約約款（以下「約款」という。）第９条第２項に規定

された権限を有する委託の監督に関すること 

 （２）川越市工事設計委託成績評定に関すること 

 

（監督員の職務） 

第４条 監督員は、当該委託業務に係る契約書、設計図書、その他関係法規等に

基づき委託内容を十分把握し、受注者に対して必要な指示又は承諾を行うこ

とにより、契約の適正な履行を確保しなければならない。 

 

（監督員の引継ぎ） 

第５条 監督員に変更があるときは、前任者は必要な事項を文書又は図面に明

示して後任者に引き継ぎ、当該委託業務の施行を担当する所属長又は委託業

務の施行の委任を受けた所属長（以下「業務主管課長」という。）にこれを報

告しなければならない。 

 

（総括監督員の選任） 

第６条 業務主管課長は、契約金額が１００万円以上の委託業務については、総

括監督員を選任しなければならない。ただし、契約金額が１００万円未満の委

託業務については、この限りでない。 

２ 総括監督員は、行政職給料表５級以上の職務の扱いに属する職員の内、業務

主管課長が指定する。 

 



 

 

 

 

（総括監督員の業務） 

第７条 総括監督員の業務は、次の各号に定めるものとする。 

（１）監督員の指揮監督及び監督業務の掌握に関すること 

（２）川越市工事設計委託成績評定に関すること 

 

（安全等の確保） 

第８条 監督員は、委託業務現場における危険予防について、受注者に対して仕

様書及び関係法令に定められた安全対策を励行するよう指示しなければなら

ない。 

 

（書類等の確認） 

第９条 監督員は、約款第９条第５項に基づき書類が提出されたときは、十分に

その内容を検討したうえで、適切に処理しなければならない。 

 

（書類等の整備） 

第１０条 監督員は、担当する委託業務に関する次に掲げる書類等を整備し、常

に確認できるようにしておかなければならない。 

 （１）契約に関する図書 

 （２）契約の履行に関する協議事項を記載した図書 

 （３）契約の履行状況を記載した図書 

 （４）管理資料及び成果品 

 （５）その他の図書 

 

（進捗状況の報告） 

第１１条 監督員は、当該委託業務の進捗状況を把握するため、必要に応じて受

注者から進捗状況報告書等を提出させ、監督業務を行う際の資料とするとと

もに、その内容を業務主管課長に報告しなければならない。 

 

（業務記録） 

第１２条 監督員は、受注者に指示し、承諾し又は協議する必要がある場合は、

業務記録（様式第１号）により、速やかに業務主管課長に報告しなければなら

ない。 

 

（委託内容の説明） 

第１３条 監督員は、受注者に対して、契約後速やかに当該委託業務の内容を正

確に説明するとともに、必要に応じて現場立会い等を行わなければならない。 

 



 

 

 

 

（委託の促進） 

第１４条 監督員は、委託業務実施計画書に基づき、常に委託業務の管理状況及

び進捗状況を把握し、遅延のおそれがあると認めたときは、速やかに実情を調

査し、これを業務主管課長に報告しなければならない。 

２ 監督員は、関係行政機関その他地元住民等との連絡調整を行い、委託業務の

円滑化を図らなければならない。 

 

（業務体制等の確認） 

第１５条 監督員は、委託期間中において次に掲げる事項が契約図書及び関係

法令等に基づき実施されていることを、常に確認しなければならない。 

 （１）管理技術者、照査技術者等の配置 

 （２）下請けに係る契約の状況 

 （３）業務計画、工程計画 

２ 監督員は、前項の規定による確認を行い、疑義が生じた場合は受注者に確認

するとともに、業務主管課長に報告しなければならない。 

 

（資機材の検査） 

第１６条 監督員は、委託業務に使用する資機材のうち検査等が必要と認めた

ものについては、品質、規格、数量等の試験又は検査を行わなければならない。 

 

（貸与品等） 

第１７条 監督員は、貸与品等があるときは、受注者の立会いの下検査の上、こ

れを引き渡し、その都度借用書又は受領書を徴し、常に保管及び使用状況を把

握していなければならない。また、受注者の故意又は過失によって貸与品等を

喪失又は破損したときは、速やかに業務主管課長に報告しなければならない。 

 

（臨機の措置） 

第１８条 監督員は、事故又は災害防止等のため受注者に対し緊急やむを得ず

臨機の措置を執らせる必要があると認めるときは、速やかに業務主管課長に

報告し、その措置について必要な指示を受けなければならない。 

２ 監督員は、前項の指示を受けるいとまがなく、受注者に臨機の措置を執らせ

たとき、又は受注者が緊急やむを得ず独自で臨機の措置を執った旨の報告を

受けたときは、速やかにその経緯及び措置を業務主管課長に報告しなければ

ならない。 

 

 

 



 

 

 

 

（委託の未着手） 

第１９条 監督員は、受注者が正当な理由なく委託業務に着手しないと認める

ときは、速やかにその理由を調査して業務主管課長に報告しなければならな

い。 

 

（成果物等の確認） 

第２０条 監督員は、受注者から成果物等が提出されたときは、速やかに当該委

託業務の契約図書と成果物を照合し、支障のないことを確認のうえ受領しな

ければならない。 

 

（検査の立会い） 

第２１条 監督員は、委託検査員の行う検査に立会い、当該検査に必要な資料を

提示して、その執行に協力しなければならない。 

２ 監督員は、前項の検査に立会い委託検査員から手直し等の措置を求められ

たときは、速やかに業務記録により受注者にその事項を指示するとともに、そ

の結果について確認しなければならない。 

 

（書類等の様式） 

第２２条 この要綱の規定に基づき提出する書類等の様式は、別に定める。 

 

（その他） 

第２３条 この要綱に定めるもののほか、委託業務の監督に関して必要な事項

は、市長が別に定める。 

 

   附 則 

 １ この要綱は、平成３０年４月１日から施行する。 

 ２ 第６条に定める総括監督員の選任は、当面の間、契約金額が５００万円以

上の土木又は建築設計に係る委託業務に限るものとする。 

 

 

 

 


